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令和５年度長崎県地域職業訓練実施計画（変更） 

令和５年４月 

（令和 5 年 11 月変更） 

１ 計画担当機関 

   長崎労働局・長崎県(以下｢局｣・「県」という｡) 

   独立行政法人高齢･障害･求職者雇用支援機構長崎支部(以下｢機構｣という｡) 

 

２ 総説 

(１) 計画のねらい 

この計画の目的は、職業能力開発促進法(昭和 44 年法律第 64 号)に基づき 

   公共職業能力開発施設で行われる職業訓練（以下「公共職業訓練」という。） 

や、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成 23 

年法律第 47 号）（以下「支援法」という。）第２条に規定する特定求職者（以 

下「特定求職者」という。）に対する支援法第４条第１項の規定による厚生労 

働大臣の認定を受けた職業訓練（以下「求職者支援訓練」という。）につい 

て、国と県が一体となって特定求職者を含む求職者に対する職業訓練受講の 

機会を十分に確保し、もって安定的な就職を実現するための重要な事項を定 

めたものである。 

 

(２) 計画期間 

計画期間は、令和５年４月１日から令和６年３月３１日までとする。 

 

 (３) 計画の立案 

    この計画は、１の計画担当機関をはじめ、県内の有識者、産業界・労働界、 

教育機関等を構成委員とした、長崎労働局及び長崎県共催の長崎県地域職業

能力開発促進協議会（以下「協議会」という。）において立案する。 

 

(４) 計画の改定 

    この計画は、職業訓練の実施状況等を踏まえて改定する。 

 

３ 人材ニーズ、労働市場の動向と課題等 

（１） 地域における人材ニーズ、労働市場の動向について 

 ハローワークにおいて、職業訓練の相談をされた求職者に行ったアンケー

トによると、希望する訓練分野は、多いものから①営業・販売・事務（OA 経

理事務科など）、②ＩＴ（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ育成など）、③医療事務、④デザイン(WEB

ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ科など)、⑤介護福祉、⑥建設系、⑦電気・設備系、⑧製造系、⑨理

容・美容、⑩その他であった。 

事務系、デジタル分野（ＩＴ、デザイン）の希望者が多く、ものづくり分

野の希望者は少ない状況にある。 
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雇用動向に関しては、令和４年分の有効求人倍率が１.１８倍で前年と比

べて０.１２ポイント上昇した。求人が持ち直しているものの、原材料高騰等

が雇用に与える影響を注視する必要がある状況である。特に、新規求職者に

ついては、コロナ禍の影響により令和２年度以降減少傾向が続いており、訓

練受講者の確保が難しくなっている。 

 

（２） 職業訓練の実施状況について 

 

《受講者の状況》 

① 公共職業訓練（離職者訓練）〔12 月末現在/前年同月末〕 R4 年度 R3 年度 

長崎県（長崎高等技術専門校施設内訓練） 3 人 8 人 

長崎県（長崎・佐世保高等技術専門校委託訓練） 940 人 1,000 人 

機構（長崎・佐世保職業能力開発促進センター施設内訓練） 380 人 363 人 

 

② 公共職業訓練（在職者訓練）〔12 月末現在/前年同月末〕 R4 年度 R3 年度 

長崎県（長崎・佐世保高等技術専門校委託訓練） 92 人 77 人 

機構（長崎・佐世保職業能力開発促進センター施設内訓練） 468 人 491 人 

 

③ 公共職業訓練（学卒者訓練）〔12 月末現在/前年同月末〕 R4 年度 R3 年度 

長崎県（長崎・佐世保高等技術専門校委託訓練） 303 人 324 人 

 

④ 障害者等に対する公共職業訓練 

〔12 月末現在/前年同月末〕 
R4 年度 R3 年度 

長崎県（委託訓練） 20 人 11 人 

長崎県（特別委託訓練） 10 人 29 人 

 

⑤ 求職者支援訓練 〔12 月末現在/前年同月末〕 R4 年度 R3 年度 

長崎労働局・機構（基礎コース） 77 人 74 人 

長崎労働局・機構（実践コース） 118 人 151 人 

 

《就職率の状況》 

➀公共職業訓練（離職者訓練） 

〔ア・イ：９月修了者まで、ウ：７月修了者まで/前年同月まで〕 
R4 年度 R3 年度 

ア長崎県（長崎高等技術専門校施設内訓練） 100％ 100％ 

イ長崎県（長崎・佐世保高等技術専門校委託訓練） 78.0％ 78.8％ 

ウ機構（長崎・佐世保職業能力開発促進センター施設内訓練） 87.1％ 93.9％ 

 

② 公共職業訓練（学卒者訓練）〔12 月末現在/前年同月末〕 R4 年度 R3 年度 

長崎県（長崎・佐世保高等技術専門校委託訓練） 83.3％ 71.2％ 
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③ 障害者等に対する公共職業訓練 

〔9 月修了者まで/前年同月末〕 
R4 年度 R3 年度 

長崎県（委託訓練） -％ 50.0％ 

長崎県（特別委託訓練） -％ 33.3％ 

 

④ 求職者支援訓練 〔12 月末現在/前年同月末〕 R4 年度 R3 年度 

長崎労働局・機構（基礎コース） 60.0％ 52.3％ 

長崎労働局・機構（実践コース） 52.1％ 54.5％ 

 

４ 計画期間中の公的職業訓練の実施方針 

  まず、公的職業訓練の実施方針を定めるに当たり、前提とすることは、個人 

が、その置かれた状況に応じて、自律的・主体的にキャリアを形成することで 

ある。 

また、計画担当機関には、個人がその目指すキャリアに応じた能力を開発す 

ることができる環境整備が求められている。加えて、実施方針を定めるにあた 

って持つべき視点として、訓練の受講が、成長分野への円滑な労働移動に資す 

ること、「構造的な賃上げ」につながること、があげられる。その上で、地元企 

業の動向や人材ニーズを受けて、地域経済を支えるものづくり分野や成長が見 

込まれる分野等における人材育成に重点を置いてコースを計画する。 

特に、デジタル関係については、分野横断的にその人材育成が求められてい 

ることから、積極的にコースを計画し、その受講勧奨を行い、受講につなげる 

こととする。 

そして、訓練開始前から訓練終了後までのきめ細かな個別・伴走型支援によ 

りデジタル分野におけるキャリアアップ・再就職の実現を図る。 
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５ 計画期間中の公的職業訓練の対象者数等   ※下表中の（ ）は前年度 

（１）公共職業訓練（離職者訓練:施設内）実施計画 

県は、ものづくりを中心とした職業訓練を設定し、新たな職業に必要な基礎 

知識と技能を付与し、再就職を促進するための訓練を実施する。 

また、機構は、地域の事業主等の人材ニーズに基づき、ものづくり分野にお 

いて、民間教育訓練機関では実施が難しいコースを設定し、基本となる技能を 

習得する訓練や職場実習を組み合わせた訓練を実施する。 

機関（施設） 訓練科名 定員 訓練期間【開始月】 
目標 

就職率 

長崎県 

長崎高等技術専門校 

配管科 

[配管設備科] 

10 

（10） 

6 ヶ月 

【4 月】 

80% 

(80%) 

機構     

 長崎職業能力開発 

促進センター 
機械加工/CAD ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ科 

0 
（0） 

 

 
機械 CAD 科 

45 
（48） 

6 ヶ月 

【7・10・1 月】 

 機械加工/CAD ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ科 

(短期ﾃﾞｭｱﾙｺｰｽ) 
0 

（0） 
 

 機械 CAD 科 

(短期ﾃﾞｭｱﾙｺｰｽ) 
12 

（12） 
6 ヶ月 

【4 月】 

 
板金・溶接科 

36 
（36） 

6 ヶ月 

【4・10・1 月】 

 板金・溶接科 

(短期ﾃﾞｭｱﾙｺｰｽ) 
12 

（12） 
6 ヶ月 

【7 月】 

 
設備管理科 

96 
（96） 

6 ヶ月 

【4・7・10・1 月】 

 住宅ﾘﾌｫｰﾑ技術科 
60 

（64） 
6 ヶ月 

【4・7・10・1 月】 

 
電気設備技術科 

60 
(60) 

6 ヶ月 

【4・7・10・1 月】 

 橋渡し訓練 

(集合型:各科共通) 
30 

（30） 
1 ヶ月 

【6・12 月】 

佐世保訓練センター 
CAD・生産ｻﾎﾟｰﾄ科 

60 

（60） 

6 ヶ月 

【4・7・10・1 月】 

 ﾃｸﾆｶﾙﾒﾀﾙﾜｰｸ科 

(短期ﾃﾞｭｱﾙｺｰｽ) 
24 

（24） 

6 ヶ月 

【7・1 月】 

 ﾃｸﾆｶﾙﾒﾀﾙﾜｰｸ科 

[溶接施工科] 
30 

（30） 

6 ヶ月 

【4・10 月】 

 住環境計画科 

[住環境ｺｰﾃﾞｨﾈｲﾄ科] 
60 

（64） 

6 ヶ月 

【4・7・10・1 月】 

 電気設備技術科 
60 

（64） 

6 ヶ月 

【4・7・10・1 月】 

 橋渡し訓練 

(集合型:各科共通) 
24 

（24） 

1 ヶ月 

【6・12 月】 

合計 
41 コース 

（41 コース） 
609 

（624） 
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（２）公共職業訓練(離職者訓練：委託)実施計画 

県は、雇用拡大が期待される職種において、若年者、女性等に配慮した多 

様な訓練コースの設定に努めるとともに、県内の各地域に位置する民間教育 

訓練機関等を委託して訓練を実施することで、通所の利便性を向上させ、訓 

練の受講機会の確保を図る。 

機関（施設） 訓練分野等 コース数 定員 
目標 

就職率 

長崎県    

80% 

(80%) 

 長崎高等技術専門校 建設 0（0） 0（0） 

 事務 46（49） 738（850） 

 情報 16（9） 235（130） 

 介護 12（16） 166（226） 

 サービス 2（2） 40（40） 

 委託訓練活用型ﾃﾞｭｱﾙｼｽ

ﾃﾑ 
0（2） 0（30） 

 佐世保高等技術専門校 建設 0（0） 0（0） 

 事務 24（23） 360（345） 

 情報 2（2） 30（30） 

 介護 5（6） 68（68） 

 サービス 0（0） 0（0） 

 委託訓練活用型ﾃﾞｭｱﾙｼｽ

ﾃﾑ 
2（2） 30（30） 

合計 109（111） 
1,667 

(1,749) 

 

（３）公共職業訓練(在職者訓練)実施計画 

   企業と在職者ニーズを踏まえたレディメイド型コースや地域における中小 

企業の個々のニーズに応じたオーダーメイド型コースを実施する。 

また、事業主が雇用する労働者に対する教育訓練への施設・設備の使用や職 

業訓練指導員の派遣などの支援を行い、高度で多様な人材育成の機会を提供す 

る。 

機関（施設） 訓練科名（分野） 
計画コース数 

（種類） 
定員 

長崎県 

・長崎高等技術専門校 

・佐世保高等技術専門校 

・溶接科・機械技術科 

・機械加工科・電気工事科 

・自動車整備科・木造建築科 

・金属塗装科・商業ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 

・OA 事務科 

15（15） 
105 

(103) 

機構 

・長崎職業能力開発 

促進センター 

・佐世保訓練センター 

「設計・開発」、「加工・組立」 

「工事・施工」、「検査」 

「保全・管理」、「教育・安全」 

101（96） 
761 

(876) 

合計 116（111） 
866 

（979） 
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（４）公共職業訓練(学卒者訓練)実施計画 

   新規高等学校卒業者等を対象に、ものづくりの現場の戦力となる技能者の育 

成を図るため、職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させることを目 

的とした長期間の訓練を実施する。 

機関 

（施設） 
訓練科名 

定員 

1 年課程 2 年課程 

長崎県    

 長崎高等技術専門校 溶接科 

[溶接技術科] 

30 

（30） 

 

 

機械技術科 

[機械加工・制御科] 

20 

（20） 

20 

（20） 

電気工事科 

[電気ｼｽﾃﾑ科] 

20 

（20） 

20 

（20） 

自動車整備科 
20 

（20） 

20 

（20） 

木造建築科 

[建築設計施工科] 

20 

（20） 

20 

（20） 

商業ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 
20 

（20） 

 

 

OA 事務科 

[観光･ｵﾌｨｽﾋﾞｼﾞﾈｽ科] 

20 

（20） 

 

 

佐世保高等技術専門校 溶接科 

[溶接技術科] 

20 

（20） 

 

 

機械加工科 

[機械技術科] 

20 

（20） 

 

 

電気工事科 

[電気ｼｽﾃﾑ科] 

20 

（20） 

20 

（20） 

自動車整備科 
20 

（20） 

20 

（20） 

木造建築科 

[建築設計施工科] 

20 

（20） 
 

金属塗装科 

[自動車塗装科] 

20 

（20） 
 

OA 事務科 

[ｵﾌｨｽﾋﾞｼﾞﾈｽ科] 

20 

（20） 
 

合計 
14 科 

（14 科） 

290 

（290） 

120 

(120) 
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（５）障害者等に対する公共職業訓練実施計画 

   障害のある人が身近な地域で多様な職業訓練を受けられるよう、障害者の雇 

用促進に効果的な訓練を実施する。 

機関 

（施設） 
訓練コース(訓練科)名 

訓練 

期間 
定員 

目標 

就職率 

長崎県    

55% 

(55%) 

 ・長崎高等技術専門校 

・佐世保高等技術専門校 

知識・技能習得訓練コース 

(集合訓練) 
3 ヶ月 

34 

(39) 

 実践能力習得訓練コース 3 ヶ月 
8 

(18) 

 e ラーニングコース 3 ヶ月 
5 

(5) 

 ・長崎高等技術専門校 麺製造科 1 年 
5 

(11) 

 麺製造科（Ⅱ） 1 年 
6 

(0) 

 ﾎﾟｽﾃｯｸ科 1 年 
6 

(6) 

合計  
64 

(79) 
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（６）求職者支援訓練 

  ①実施方針 

  ア 令和５年度は、非正規労働者や自営廃業者などの雇用保険の基本手当を受 

けることができない者に対する雇用のセーフティネットとしての機能が果 

たせるよう、必要な訓練機会を提供するため、訓練認定規模６７５人を上限 

とする。 

  イ 各地域に係る配分は、訓練の定員数・応募者数等の実績を勘案し、地理的 

条件や地域内における重複による不認定の解消を考慮した設定とする。 

  ウ 認定単位期間は四半期単位とし、年間の特定求職者数に鑑みて計画期間の 

上半期を５７.０％とする。なお、機構と協議の上で１か月単位の認定とす 

ることも可能とし、認定申請受付期間等については、機構のＨＰで周知する。 

 

②訓練計画  （ ）内は前年度 

機関 

(施設) 

定員 

コース 

地域 

共通 

県南 

地域 

県北 

地域 

県央 

地域 

離島 

地域 
合計 

規模率

(%) 

目標 

就職率 

長崎労働局（機構）  

 
基礎コース 

60 
(60) 

55 
(60) 

45 
(60) 

50 
(60) 

45 
(30) 

255 
(277) 

38% 
(40%) 

58% 
(58%) 

 実践コース 
420 

(405) 
 

420 
(405) 

62% 
(60%) 

63% 
(63%) 

  デジタル分野 
105 
(85) 

 
105 
(85) 

  

 

IT 分野 
60 

(60)  
60 

(60) 
 

 
デザイン

分野 

45 
(25)  

45 
(25) 

 

 
営業・販売・

事務分野 

150 
(120)  

150 
(120) 

  医療事務分野 
30 

(30) 
 

30 
(30) 

  介護分野 
30 

(85)  
30 

(85) 
  建設関連分野 

30 
(30)  

30 
(30) 

  その他 
75 

(55) 
 

75 
(55) 

合計 
480 

(465) 

55 

(60) 

45 

(60) 

50 

(60) 

45 

(30) 

675 

(675) 

 

 
 

※地域：（県南）長崎市・西海市・西彼杵郡  

（県北）佐世保市・平戸市・松浦市・北松浦郡 

（県央）諫早市・雲仙市・大村市・島原市・南島原市・東彼杵郡  

（離島）五島市・対馬市・壱岐市・南松浦郡 
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６ その他、職業能力の開発及び向上の促進のための取組等 

（１）訓練効果の把握・検証 

    公的職業訓練を適切かつ効果的に実施するため、個別の訓練コースに 

ついて、訓練修了者や採用企業からのヒアリングも含め、訓練効果を把 

握・検証し訓練カリキュラム等の改善を図ることを目的として、作業部 

会としてワーキンググループを設置した。 

 検証分野については、第１回協議会において承認された「令和５年度 

長崎県職業訓練実施計画の策定に向けた方針」及び昨今の政策ニーズ等 

を踏まえ決定する。 

 

 《ワーキンググループにおける実施事項》 

① 協議会にて検証対象と選定された訓練分野のうち、当該訓練分野の中で 

訓練修了者が比較的に多い訓練コースを３コース以上選定し、訓練実施 

機関、訓練修了者及び訓練修了者を採用した企業にヒアリングを実施す 

る。 

② ①のヒアリング結果を踏まえ、調査した訓練コースを含む分野全体にお

いて、訓練効果が期待できる内容及び訓練効果を上げるために改善すべ

き内容について整理する。 

③ ②の効果検証結果を踏まえ、訓練カリキュラム等の改善促進（案）を協

議会へ報告する。 

 

 （２）職業訓練の情報発信の拡充 

    局において、ホームページ及び LINE により職業訓練情報を発信してい 

るが、令和５年１月より職業安定行政全般の周知広報を行うものとして 

インスタグラムの運用を開始したことから、その利用により広報・周知 

を拡充する。 

 （３）地域の人への投資（リスキリング事業）の推進 

    地域に必要な人材確保（中小企業、農林水産、介護等）のため、デジタ   

ル・グリーン等成長分野に関するリスキリングの推進に要する経費に対 

して地方財政措置が講じられることから、県及び市町において地方単独 

事業として実施するものについて、当該実施計画に位置付ける事とする 

。（別紙参照） 



長崎県

施設内 委託

定員 定員 定員 定員 定員

ＩＴ分野 220 0 160 0 60

営業・販売・事務分野 1,148 0 998 0 150

医療事務分野 130 0 100 0 30

介護・医療・福祉分野 294 0 264 0 30

農業分野 0 0 0 0 0

旅行・観光分野 40 0 40 0 0

デザイン分野 150 0 105 0 45

製造分野 243 0 0 243 0

建設関連分野 172 10 0 132 30

理容・美容関連分野 0 0 0 0 0

その他分野 309 0 0 234 75

255 0 0 0 255

合計 2,961 10 1,667 609 675

（参考）
デジタル分野 370 0 265 0 105

※　「定員」とは、当該年度中における開講コースの定員の数。

※デジタル分野は、「ＩＴ分野」と「デザイン分野のうちWebデザイン系のコース」を合算したもの。
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求職者支援訓練（基礎コース）

ハロートレーニング（離職者向け）の５年度計画

離職者向けの公的職業訓練の分野別の計画

全体計画数
公共職業訓練（都道府県） 公共職業訓練

（高齢・障害・求職者支
援機構）

求職者支援訓練



地域の人への投資（リスキリング）の推進

番号 地方公共団体名 所属名 事 業 名 事 業 概 要

１ 佐世保市 商工労働課

佐世保市中小企
業等人材育成支
援事業（研修会
等開催事業）

(1)事業内容 中小企業者等が従業員の人材育成のために研修会等を
実施する場合の、会場借料、講師謝金、講師旅費等の
経費を支援するもの。

(2)事 業 費 ２００千円

(3)補助対象者 中小企業者及び中小企業者の団体

２ 佐世保市 商工労働課

佐世保市中小企
業等人材育成支
援事業（ポリテ
ク生産性向上支
援カリキュラム
事業）

(1)事業内容 中小企業者の役員および従業員が、ポリテクセンター
が実施する生産性向上支援訓練のうち、ＤＸ推進の
ための人材育成に資する訓練コースを受講した場合
の受講料等を支援するもの。

(2)事 業 費 ２７０千円

(3)補助対象者 中小企業者

《長崎県》

○総務省において、地域に必要な人材確保（中小企業、農林水産、介護等）のため、デジタル・グ
リーン等成長分野に関するリスキリングの推進に要する経費に対して地方財政措置を講ずるととも
に、地方団体のデジタル化の推進に向け、都道府県等の市町村支援のためのデジタル人材確保等に
要する経費に対して地方財政措置を講ずる。

令和５年度地域リスキリング推進事業計画

別紙


